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第１ 趣旨 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５９条の２の

規定に基づく総合設計制度（以下、「一般型総合設計」という。）は、既成市街地の

高度利用、市街地環境の整備改善を図るうえで、効果的な手法である。 

また、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号。

以下、「マンション建替法」という。）第１０５条第１項に基づく総合設計制度（以

下、「マンション建替型総合設計」という。）及び長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律（平成２０年法律第８７号。以下「長期優良住宅法」という。）第１８条第

１項に基づく総合設計制度（以下「長期優良住宅型総合設計」という。）は、それ

ぞれマンション建替法第１０２条第１項の認定を受けたマンション（以下、「要除

却認定マンション」という。）の除却・建替え及び認定長期優良住宅の建築を促進

し、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導

を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものである。 

しかしながら、制度の運用にあたっては、特定行政庁が建築審査会の同意を得た

うえで許可することから、制度の趣旨に従い総合的な判断に基づく適正な運用が求

められる。 

このため、本制度の運用については、国土交通省から「総合設計許可準則」及び

「総合設計許可準則に関する技術基準」の通達によって、その許可方針及び技術基

準が示されている。 

本市においても、これらの通達の趣旨をふまえ、制度の適正な運用を図ることに

より、市街地環境の整備改善に資することを目的とし、総合設計制度の取扱方針と

して本要領を定めるものである。 

 

 

第２ 基本方針 

一般型総合設計、マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計にかか

る許可にあたっては、本要領の許可基準に従い、都市施設の整備状況、土地の状況、

建築群としての防災性、地域の特殊性等を勘案し、交通上、安全上、防火上及び衛

生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認められるものについ

て、総合的に判断し運用するものとする。 

 

 

第３ 許可基本要件 

  一般型総合設計、マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計による

許可の基本要件は、次に掲げるところによるものとし、敷地の位置、形状、規模及

び周辺の土地利用の状況等を総合的に勘案した上で適用するものとする。 
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１ 対象地域 

 （１）対象となる地域は、次に掲げる総合設計制度の種類の区分に応じて定める地

域とする。 

  ア マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計 

  用途地域の指定のある地域のうち、第一種低層住居専用地域及び第二種低層

住居専用地域以外の地域 

イ 一般型総合設計 

  アに掲げる地域のうち、商業地域又は都市計画において定められた指定容積

率の制限が３００％以上の地域 

 （２）（１）にかかわらず、北部大阪都市計画千里ニュータウン地区地区計画の区

域内においては、当該区域内の商業地域（佐竹台１丁目の地域を除く。）に限り、

対象地域とする。 

 

２ 敷地条件 

（１）敷地規模 

計画建築物の敷地面積の最低限度は、次の表の各欄に掲げる用途地域等の区分

に応じて同表の当該各欄に掲げる数値以上とすること。 

制度 地域 

敷地面積の 

規模 

(平方メートル) 

一般型総合設計 

指定容積率

の制限 

３００％ 

以上の地域 

第一種中高層住居専用地域、 

第二種中高層住居専用地域、 

第一種住居地域、 

第二種住居地域、 

準住居地域、準工業地域、 

工業地域又は工業専用地域 

２，０００ 

近隣商業地域 １，０００ 

商業地域 １，０００ 

マンション建替

型総合設計 

長期優良住宅型

総合設計 

第一種中高層住居専用地域、 

第二種中高層住居専用地域、 

第一種住居地域、第二種住居地域、 

準住居地域、準工業地域、 

工業地域又は工業専用地域 

５００ 

近隣商業地域又は商業地域 ３００ 

   （建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下、「施行令」という。） 

第１３６条第３項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令（平成

１４年政令第３６７号。以下、「マンション建替法施行令」という。）第２７条、 
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令（平成２１年政令第２４号。以

下、「長期優良住宅法施行令」という。）第５条） 

 

（２）空地率の下限 

マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計を適用する場合を除き、

計画建築物の敷地内の空地面積の敷地面積に対する割合（以下「空地率」とい

う。）は、次の表の各欄に掲げる基準建蔽率（法第５３条の規定による建蔽率を

いう。以下同じ。）の区分に応じて、同表の各欄に定める数値以上とすること。

なお、ここでの空地面積は敷地面積から建築面積を引いたものとする。 

 

基準建蔽率 

空地率の下限 

容積割増しの

場合 

高さ制限の緩和

のみの場合 

マンション建替型総合設計

長期優良住宅型総合設計 

５／１０以下 １．１５－Ｃ １．１－Ｃ  

 

なし 

５／１０を超え 

５．５／１０以

下 

０．６５ ０．６ 

５．５／１０を

超える 

１．２－Ｃ １．１５－Ｃ 

   Ｃ：基準建蔽率 

 

（３）前面道路 

計画建築物の前面道路（前面道路が２本以上あるときは少なくとも１本）は、

原則として、次の表の各欄に掲げる地域等の区分に応じて同表の当該各欄に掲げ

る数値以上の幅員を有するものとし、その数値以上の幅員が、他の道路に至るま

で連続していること。また、敷地が前面道路に接する部分の長さの合計は、敷地

の全周の６分の１以上であること。 

ただし、マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計においては、

敷地周辺の道路の状況等を勘案し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認められる場合は、上記の前面道路の幅員を、前面道路と当該道路に沿って

設けられた歩道状公開空地（第４の１（２）に規定するものをいう。）の幅員の

合計したものとすることができる。 
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制度 地域 
幅員 

（メートル） 

一般型総合設計 
商業地域又は指定容積率の制限３００％以

上の地域 
８ 

マンション建替型

総合設計 

長期優良住宅型総

合設計 

第一種中高層住居専用地域、 

第二種中高層住居専用地域、 

第一種住居地域、第二種住居地域、 

準住居地域又は準工業地域 

６ 

近隣商業地域、商業地域、 

工業地域又は工業専用地域 
８ 

 

（４）敷地形態 

敷地は、共同化等により集約して規模の拡大を図り、できる限り整形のものと

すること。 

 

３ 緑化等 

原則として、敷地内空地（敷地面積から建築面積を引いたものとする。）の 

３０％以上を緑化するものとし、景観上の配慮を行うこと。 

 

４ 日影規制 

   法第５６条の２に基づく日影規制の適用がない地域又は区域においても、冬至

日の真太陽時による午前８時から午後４時までの間において、平均地盤面（法第

５６条の２第１項から第３項に規定するものをいう。）から４メートルの高さの

水平面に、敷地境界線（法第５６条の２第３項に該当する場合は、同項の規定を

準用するものとする。）からの水平距離が５メートルから１０メートル以内の範

囲において５時間以上、敷地境界線からの水平距離が１０メートルを超える範囲

において３時間以上日影となる部分を生じさせることのない計画とすること。た

だし、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域又は商業地域内にお

ける上記の日影となる部分についてはこの限りでない。 

 

５ 近隣説明等 

 （１）建築主は、許可申請の前に、あらかじめ建築計画の内容を記載した標識を建

築予定敷地内の見やすい場所に掲示すること。また、公開空地等がわかる透視図

等を適宜併設すること。 

 （２）建築主は、許可申請の前に、当該敷地境界から計画建築物の高さの２倍の範

囲の近隣住民に事業計画について説明し、その報告書を許可申請書に添付するこ

と。 
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６ マンション建替型総合設計の適用条件 

マンション建替型総合設計による許可の適用については、１から５のほか次に

掲げるところによるものとする。 

 

（１）要除却認定マンションの建替えにより、新たに建築されるマンションである

こと。 

（２）住宅（デイサービスセンター、保育所等の福祉施設及び近隣住民の日常生活

のために必要な店舗、飲食店等について、特定行政庁が地域の状況に応じて「住

宅とみなす日常生活を支える施設」として認めるものを含む。以下「住宅等」と

いう。）以外の用に供する部分（以下「非住宅部分」という。）の床面積の合計が、

要除却認定マンションの非住宅部分の床面積の合計より増加しないこと。 

（３）非住宅部分の床面積の合計が、基準容積率の算定の基礎となる延べ面積を超 

えないこと。 

（４）要除却認定マンションの敷地に比べて著しく大きい隣地を取り込んだ建替え、

要除却認定マンションの敷地を細分化した建替えについては、特定行政庁が要除

却認定マンションの除却・建替えのために必要と認める範囲で行うものであるこ

と。 

（５）要除却認定マンションの除却・建替えを促進する観点から許可を行うため、

原則として、要除却認定マンションが現に存する時点で許可の事前協議がなされ

ているものであること。 

（６）除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示（令和３年国土交通省

告示第１５２２号）第５第１号イからニまでに定める経路のうち、それぞれ一以

上のものが、同告示第５第２号に掲げる基準に適合していること。 

（７）道又は公園、広場その他の空地からマンションの出入口までの経路のうち一

以上を構成する敷地内の通路（以下「屋外対象通路」という。）が、高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３７９

号）第１６条各号及び第１８条第２項第７号イからニまでの基準（以下「バリア

フリー基準」という。）に適合していること。ただし、屋外対象通路が地形の特

殊性によりバリアフリー基準に適合することが困難な場合で、マンションの車寄

せからマンションの出入口までの経路のうち一以上を構成する敷地内の通路がバ

リアフリー基準に適合したものとするきは、この限りでない。 

（８）大阪府福祉のまちづくり条例第１２条に該当するものを除き、マンション建

替法第１０２条第２項第１号から第４号までのいずれかに該当するものとして同

条第１項の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンション

であって、地形の特殊性によりやむを得ず（７）を満たすことができないものは、

（７）によらないものとすることができる。 

（９）マンション建替法第４条第１項により定める「マンションの建替え等の円滑

化に関する基本的な方針」に留意すること。 
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 ７ 長期優良住宅型総合設計の適用条件 

   長期優良住宅型総合設計による許可の適用については、１から５のほか次に掲

げるところによるものとする。 

 

 （１）認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であること。 

 （２）認定長期優良住宅建築等計画に係る住宅の用に供する部分以外の部分の床面

積の合計が、基準容積率の算定の基礎となる延べ面積を超えないこと。 

 （３）認定長期優良住宅建築等計画に基づき維持保全が行われるものであること。 

 （４）長期優良住宅法第４条第１項により定める「長期優良住宅の普及の促進に関

する基本的な方針」に留意すること。 

 

 

第４ 公開空地 

 

１ 公開空地の定義 

公開空地とは、次の（１）から（５）までのすべてに該当する空地又は空地の

部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植え込み、芝、池等及び空地

の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む。）をいう。 

 

（１）歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動

車が出入りする敷地内の通路を除く。）であること。ただし、屋内に設けられる

もの等で特定行政庁が認めたものにあっては、深夜等において閉鎖することがで

きる。 

（２）一般型総合設計にあっては、最小幅が４メートル以上のものであること。た

だし、道路に沿って敷地全長（最小限必要な車路のみにより分断されているもの

は、敷地全長にわたって設けられているものとみなす。以下同じ。）にわたって

設けられ、かつ、道路と一体として利用可能な公開空地及び敷地を貫通して道路、

公園等を相互に有効に連絡する公開空地（以下｢歩道状公開空地｣という。）にあ

っては、次のア又はイのいずれかに該当するものであること。 

また、マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計にあっては、最

小幅が３メートル以上（歩道状公開空地にあっては１．５メートル以上）のもの

であること。 

ア 道路に沿って敷地全長にわたって設けられ、かつ、道路と一体として利用可

能な公開空地     最小幅２メートル以上かつ延長２０メートル以上 

イ 敷地を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡する公開空地 

            最小幅が２メートル以上かつ延長の１０分の１以上 
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（３）一の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、

次に掲げる区分に従い、ア又はイに掲げる数値以上であること。 

また、マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計にあっては、一

の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、敷地面

積の１０分の１以上（用途地域に応じて、ア又はイに掲げる数値を超えるときは、

当該数値以上）、かつ、５０平方メートル以上であること。 

ア 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 

２００平方メートル 

イ 近隣商業地域又は商業地域            １００平方メートル 

 

（４）全周の８分の１以上が道路に接しているものであること。ただし、動線上無

理のない通り抜け通路を設けたもので、歩行者の出入りに支障がない場合は、こ

の限りでない。 

（５）道路との高低差が、６メートル以内のものであること。ただし、駅舎のコン

コース、横断歩道橋等に連絡する場合等歩行者の利便に供する場合はこの限りで

ない。 

 

２ 公開空地に準ずる有効な空地 

敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用又は通行に専ら供される空

地及び空地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池

等及び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る部分を含み、

非常時以外において自動車が出入りする通路を除く。）で、次の（１）又は

（２）に該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、３に規

定する公開空地の有効面積に算入できるものとする。 

 

（１）その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地（以下｢中庭

等｣という。）で、次のアからウまでのすべてに該当するものであること。 

ア 空地面積が３００平方メートル以上であること。ただし、マンション建替型

総合設計及び長期優良住宅型総合設計にあっては、敷地面積の１０分の１以上

（３００平方メートルを超えるときは、３００平方メートル以上）、かつ、 

１００平方メートル以上であること。 

イ 道路又は他の公開空地と容易に往来ができるものであること。 

ウ 建築物の居住者等のコミュニティ形成の場として活用される等適切な利用が

でき、修景上良好に設計されたものであること。 

 

（２）建築物の屋上にあっては、次のアからエまでのすべてに該当するものである

こと。 
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ア 道路に面して設けられており、当該道路からの高さが、１２メートル以下か

つ当該道路の幅員以下のものであること。 

イ 道路又は他の公開空地もしくは駅のコンコース、横断歩道橋等と容易に往来

ができるものであること。 

ウ 緑化を図るなど修景上良好に設計されているものであること。 

エ 面積については、１の（３）に規定する規模以上であること。 

 

３ 公開空地等の有効面積の算定 

 

（１）公開空地及び公開空地に準ずる有効な空地（以下｢公開空地等｣という。）の

有効面積（以下｢有効公開空地面積｣という。）は、次に掲げる区分に従い、当該

公開空地等又は公開空地等の部分の面積にアからカまでに掲げる係数を乗じて算

定するものとする。 

ア 歩道状公開空地（幅が４メートルを超えるものにあっては、幅が４メートル

以内の部分に限る。）                       １.５ 

イ 面積が５００平方メートル以上で幅員６メートル以上の道路に接する公開空

地又は公開空地の部分（アに該当するものを除く。）         １.２ 

ウ 面積が３００平方メートル以上５００平方メートル未満で幅員６メートル以

上の道路に接する公開空地又は公開空地の部分（アに該当するものを除く。） 

１.１ 

エ ア、イ及びウ以外の公開空地又は公開空地の部分         １.０ 

オ 中庭等（公開空地に準ずる有効な空地）             ０.５ 

カ 屋上（公開空地に準ずる有効な空地）              ０.３ 

 

（２）次に掲げるものの有効公開空地面積は、当該公開空地等又は公開空地等の部

分の面積に（１）に規定する係数を乗じて得たものに、次に掲げる区分に従い、

アからウまでに掲げる係数を乗じて算定するものとする。 

ア 公開空地の道路からの見通しが、隣地又は計画建築物によって妨げられるも

の（道路の自動車交通量が著しく多い場合等公開空地が道路に接しないことが

当該公開空地の環境上好ましい場合で、動線上無理のない通り抜け通路を設け

たものを除く。）                         ０.５ 

イ 公開空地の地盤（公開空地が建築物の屋上である場合には、その屋上面）の

高さが、当該公開空地に接している道路の路面の高さと比べて１.５メートル

以上高いもの又は３メートル以上低いもの（地形上、道路から連続して高さが

変化するもの及び駅舎のコンコース、横断歩道橋等に連絡するもの等歩行者の

利便に供するものを除く。）                    ０.６ 
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ウ ピロティ、アーケード、アトリウム等の建築物又は建築物の部分（以下｢ピ

ロティ等｣という。）によって覆われている公開空地（はり下（はりがない場合

には床版下。以下同じ。）１０メートル以上のもの又は気候条件等のためピロ

ティ等に覆われていることが公開空地の環境を向上させるものを除く。） 

（ア）はり下５メートル以上                     ０.８ 

（イ）はり下２.５メートル以上５メートル未満            ０.６ 

 

（３）隣接する敷地において一体的に計画された公開空地等については、全体を一

の公開空地等とみなして、（１）及び（２）の規定を適用することができるもの

とする。この場合において、（１）及び（２）の規定中｢当該公開空地等又は公開

空地等の部分の面積｣とあるのは｢当該敷地内の当該公開空地等又は公開空地等の

部分の面積｣とする。 

 

 

第５ 容積率制限の緩和 

  法第５２条第１項から第９項の規定による容積率（以下「基準容積率」とい

う。）に係る許可（容積率の割増し）は、次に掲げるところによるものとする。 

 

１ 有効公開空地率の下限 

マンション建替型総合設計又は長期優良住宅型総合設計である場合を除き、有

効公開空地面積の合計の敷地面積に対する割合（以下｢有効公開空地率｣とい

う。）は、基準建蔽率に従い、下表に掲げる値以上であること。 

なお、この場合の有効公開空地面積の合計には、第４の２に規定する公開空地

に準ずる有効な空地について、有効公開空地面積の合計の２分の１を超える部分

を算入しないものとする。 

 

基準建蔽率（Ｃ） 有効公開空地率（Ｓ/Ａ）の下限 

５.５/１０未満 ０.５ 

５.５/１０以上 ０.２＋（１－Ｃ）×１０/４.５×０.３ 

Ａ：敷地面積 

Ｓ：有効公開空地面積の合計 

Ｃ：基準建蔽率 

 

２ 容積率の割増し 

（１）許可による容積率の割増しに当たって、計画建築物の延べ面積は、基準容積

率に従い、次のアからウに掲げる方式によって得られる面積以下とすること。 
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 ア 一般型総合設計 

Ｖ＝Ａ×ｖ×{１＋（Ｓ／Ａ－０.１）×Ｋｉ×ＫA）} 

Ａ：敷地面積 

Ｓ：有効公開空地面積の合計 

Ｖ：割増し後の延べ面積 

ｖ：基準容積率 

Ｋｉ：下表による割増係数 

基準容積率（ｖ） 割増係数（Ｋｉ） 

１０／１０未満 ２／３ 

１０／１０以上 ９０／１０未満 １／３+（９－ｖ）×１／８×１／３ 

９０／１０以上 １／３ 

 

ＫA：下表による割増係数（以下同じ。） 

用途地域 敷地面積（Ａ） 割増係数（ＫA） 

第一種中高層住居専用地域、 

第二種中高層住居専用地域、 

第一種住居地域、 

第二種住居地域、 

準住居地域、田園住居地域、

近隣商業地域、商業地域、 

準工業地域 

５０００㎡以上 ２ 

５０００㎡未満 １＋（Ａ－Ａmin） 

／（５０００－Ａmin） 

上記以外の地域又は区域  １ 

Ａmin：施行令第１３６条第３項の表の（い）欄に掲げる区分に応じて、同

表（ろ）欄に掲げる敷地面積の規模 

 マンション建替型総合設計にあっては、マンション建替法施行令第２７条

の表の上欄に掲げる区分に応じて、同表下欄に掲げる敷地面積の規模 

 長期優良住宅型総合設計にあっては、長期優良住宅法施行令第５条の表の

上欄に掲げる区分に応じて、同表下欄に掲げる敷地面積の規模 

 

  イ マンション建替型総合設計 

    アに掲げる式のうち、Ｋｉに１．５を乗じた値を適用して算出する。 

   

  ウ 長期優良住宅型総合設計 

    アに掲げる式のうち、Ｋｉに１．５×（認定長期優良住宅建築等計画に係る

住宅の用に供する部分の床面積の合計／建築物の延べ面積）を乗じた値を適用

して算出し、「認定長期優良住宅建築等計画に係る住宅の用に供する部分」（以

下「長期優良住宅部分」という。）については、次の（ア）から（エ）までの
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とおり取扱うものとする。また、「延べ面積」については各階の床面積の合計

をいう。 

  （ア）認定長期優良住宅建築等計画に係る住宅の住戸（以下「長期優良住宅住

戸」という。）の用に供されている専用部分は長期優良住宅部分として取扱う

こと。 

  （イ）共用部分のうち、専ら長期優良住宅住戸の利用のために供されている部分

（例えば、一定の階の専用部分の全てが長期優良住宅住戸の用に供されている

場合の当該階の廊下、階段、機械室等の部分、住宅の入居者のための自動車車

庫等の用途に供されている部分等）は長期優良住宅部分として取扱うこと。 

  （ウ）共用部分のうち、専ら長期優良住宅住戸以外の利用のために供されている

部分は長期優良住宅部分に含めないこと。 

  （エ）（イ）及び（ウ）以外の共用部分について、その床面積の合計に、当該建

築物における長期優良住宅住戸の用に供されている専用部分及び専ら長期優良

住宅住戸の利用のために供されている共用部分（以下「長期優良住宅住戸の用

に供されている専用部分等」という。）の床面積の合計と長期優良住宅住戸以

外の用に供されている専用部分及び専ら長期優良住宅住戸以外の利用のために

供されている共用部分の床面積との合計のうち長期優良住宅住戸の用に供され

ている専用部分等の床面積の合計が占める割合を乗じて得た面積を長期優良住

宅部分の床面積に含めて取扱うこと。 

 

（２）（１）に規定する割増し後の延べ面積は、基準容積率に１.５を乗じたものに

敷地面積を乗じて得られる延べ面積と基準容積率に１０分の２０を加えたものに

敷地面積を乗じて得られる延べ面積のいずれか小さいものを限度とする。 

 

Ａ×ｖ×１．５とＡ×（ｖ＋２０／１０）のうちいずれか小さいもの 

 

３ その他の容積率の割増し特例 

 

（１）次のアからウに該当する共同住宅の附属自動車車庫については、２に規定す

る容積率の割増しと併せて、自動車車庫の部分の床面積の合計に相当する特別の

容積率の割増しを行うことができるものとする。 

ア 共同住宅に附属する自動車車庫のうち、住宅戸数に相当する自動車を収容す

る部分であること。 

イ 当該共同住宅に附属する自動車車庫の収容台数の合計が、当該共同住宅の住

宅戸数以上であること。 

ウ 地下に設ける自動車車庫であること。ただし、半地下式自動車車庫等であっ

ても敷地内の空地の利用に支障がなく、かつ市街地景観に配慮していると認め
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られるものについては、この限りでない。 

（２）（１）に規定する容積率の割増しにあたって加算できる床面積は、施行令第

２条第１項第４号イ及び第３項第１号により法第５２条第１項に規定する延べ

面積に算入しないこととされる床面積（延べ面積の１／５）を超える自動車車

庫面積相当分とし、割増し後の延べ面積は２の（１）に規定する割増し後の延

べ面積と合わせて、２の（２）に規定する延べ面積を限度とする。 

 

 

第６ 斜線制限の緩和 

法第５６条の規定に関する許可（斜線制限の緩和）は次に掲げるところによるも

のとする。ただし、マンション建替型総合設計及び長期優良住宅型総合設計におい

ては、同条の規定の緩和は、適用しない。 

 

１ 道路斜線制限又は隣地斜線制限の緩和 

  道路斜線制限（法第５６条第１項第１号）又は隣地斜線制限（同項第２号）の

緩和を受けることのできる建築物は、同項の規定の適用により道路又は隣地に対

して確保されている天空光と同量以上の天空光を確保しうるものであることとし、

敷地の各辺において、次の（１）に規定するＳｉ’が、（２）に規定するＳｉ 以

下であるものとする。 

  

（１）Ｓｉ’ 

ア Ｓｉ’は、Ｏｉ（（３）によって求められる点をいう。）を通る鉛直線上の各

点を視点とした立面投影面積とする。また、高さが１００メートルを超える建

築物については、次の（ア）、（イ）及び（ウ）を加えたものをもってＳｉ’と

する。 

  （ア）建築物の高さ１００メートル以下の部分の立面投影面積 

  （イ）建築物の高さ１００メートルを超え１５０メートル以下の部分の立面投影

面積に２分の１を乗じて得たもの 

  （ウ）建築物の高さ１５０メートルを超える部分の立面投影面積に３分の１を乗

じて得たもの 

イ 前面道路の反対側の境界線からの水平距離に後退距離に相当する距離を加え

たものが法第５６条第１項別表第３（は）欄に掲げる距離を超える建築物の部

分の立面投影面積は、道路に接する各辺のＳｉ’に含めないものとする。 

  

（２）Ｓｉ 

ア Ｓｉは、敷地の各辺において法第５６条第１項第１号、第２号及び第２項の

規定によって許容される最大の立面投影面積とする。 
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イ 建築物の敷地が法第５６条第１項第１号、第２号若しくは第３号の規定によ

る建築物の高さの制限が異なる地域又は区域の内外にわたる場合は、各辺にお

いて第５６条第１項第１号、第２号若しくは第３号の規定によって許容される

最大の立面投影面積をもってＳｉとする。 

 

（３）Ｏｉ 

ア Ｏｉは、敷地の各辺についてその中点から次に掲げる区分に従い、次の

（ア）又は（イ）に掲げる距離だけ外側にある点とする。 

  （ア）第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域及び準住居地域 

道路に接する各辺については当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加

えた距離、その他の各辺については１６メートルに高さが２０メートルを超え

る部分を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離の

うち最小のものに相当する距離を加えた距離 

  （イ）近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域（以下

「非住居系地域」という。） 

道路に接する各辺については当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加

えた距離、その他の各辺については１２メートルに高さが３１メートルを超え

る部分を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離の

うち最小のものに相当する距離を加えた距離 

イ 建築物の敷地が法第５６条第１項第１号、第２号若しくは第３号の規定によ

る建築物の高さの制限が異なる地域又は区域の内外にわたる場合は、敷地の各

辺の中点から次に掲げる距離だけ外側にある点をもってＯｉとする。 

（ア）道路に接する各辺については当該道路の幅員に後退距離に相当する距離

を加えた距離 

（イ）その他の各辺については下記の式による数値 

 （Ａ２×Ｌ２＋Ａ３×Ｌ３）/Ｌ 

 Ａ２：１６メートルに高さが２０メートルを超える部分を有する建築物に

あっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のもの

に相当する距離を加えた距離の数値 

 Ａ３：１２メートルに高さが３１メートルを超える部分を有する建築物に

あっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のもの

に相当する距離を加えた距離の数値 

 Ｌ２：各辺のうち第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に存する部分の長さ 

 Ｌ３：各辺のうち非住居系地域に存する部分の長さ 

 Ｌ：各辺の長さ（Ｌ＝Ｌ２＋Ｌ３） 
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２ 北側斜線制限の緩和 

北側斜線制限（法第５６条第１項第３号）については、緩和しないものとする。 

 

 

第７ 公開空地等の標示及び維持管理 

建築主は、次に定めるところにより将来にわたり公開空地等を維持管理しなければ

ならない。また、自動車車庫による容積率の割増しを受けた建築物については、自動

車車庫の用に供する部分を適正に維持管理しなければならない。 

道路斜線 

Ｓｉ 

Ｓｉ’ 

Ｏｉ 

ａ ａ 

ａ ａ 

道路 道路 

Ｏｉ 

Ｓｉ’ 

16ｍ又は 12ｍ 
ｂ 

ｂ 

Ｓｉ 
20ｍ+1.25ｂ 

又は 

31ｍ+2.5ｂ 

ｂ 

道路斜線の緩和の場合 

隣地斜線の緩和の場合 

参考図 
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１ 標示 

（１）建築主は、各公開空地等の見やすい場所に標示板を２か所以上設置すること。 

（２）標示板には、当該公開空地等が建築基準法、マンション建替法又は長期優良

住宅法に基づいて設けられたものである旨及び特定行政庁により深夜等の閉鎖が

認められた公開空地等についてはその公開時間を標示するものとする。 

（３）標示板の規格は原則として次のとおりとし、周辺の環境と調和するように配

置すること。 

イ 銅板、ステンレス鋼板、陶板等の耐候性、耐久性に富み、かつ容易に破損し

ない材質であること。 

ロ 堅固に固定されたものであること。 

ハ 大きさはタテ３００ｍｍ×ヨコ５００ｍｍ以上とすること。 

 

２ 維持管理 

（１）建築主又は所有者は、維持管理責任者を選任し、公開空地等及び容積率の割

増しを受けた自動車車庫の維持管理を適切に行うことについての誓約書、維持管

理責任者選任（変更）届を提出すること。また、維持管理責任者は、建築物計画

図及び公開空地計画図を保管するとともに、その状況について３年ごとに市長に

報告しなければならない。 

（２）建築主又は所有者は、当該建築物を第三者に転売、譲渡又は賃貸借等する場

合には、売買契約書（賃貸の場合は賃貸契約書）、重要事項説明書、管理規約、

パンフレット等に、次に掲げる事項を明記し、それぞれについて事前にその文案

を市長に提出しなければならない。 

イ 総合設計制度による建築物であること 

ロ 総合設計の趣旨及び公開空地等の定義 

ハ 公開空地等及び容積率の割増しを受けた自動車車庫の維持管理及び費用負担 

ニ 公開空地等及び容積率の割増しを受けた自動車車庫の変更又は転用禁止 

ホ 公開空地等及び容積率の割増しを受けた自動車車庫の用に供する部分の図面 

 

 

第８ その他 

公開空地が計画建築物の敷地のうち都市計画において定められた計画道路（建築基

準法第４２条第１項第４号に該当するものを除くものとし、以下「計画道路」とい

う。）又は建築基準法第６８条の７第１項の規定により指定された予定道路（以下

「予定道路」という。）に係る部分の全部又は一部にある場合は、その計画道路又は

予定道路が道路となった段階でも、残りの敷地において、本要領における許可基準を

満足するようにすること。 
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※申請書類一覧 

事前協議（印不要） 本申請時（正副２部） 

□申請書（建築基準法施行規則別記第 

４３号様式、マンションの建替え等の円滑

化に関する法律施行規則別記様式第１５

又は長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律施行規則第９号様式） 

□理由書 

当該計画が市街地の環境整備改善 

にいかに資するか・許可の必要性・ 

許可条項等 

□設計概要書 

  公開空地の設計方針等を記載 

 

□現場周辺状況の写真 

□付近見取図 1／500 

□動線計画図（配置図兼用） 

□公開空地等の計画図 

□平面図 

□立面図 

□断面図 

□日影図 

 

□申請書（建築基準法施行規則別記第４３号様

式、マンションの建替え等の円滑化に関する法

律施行規則別記様式第１５又は長期優良住宅

の普及の促進に関する法律施行規則第９号様

式） 

□理由書 

□委任状 

□付近見取図（用途地域図兼用） 1／2500 

□建物用途別現況図         1／2500 

□設計概要書 

□関係先・近隣説明協議経過書 

□現場周辺状況の写真 

□動線計画図（配置図兼用） 

□公開空地・有効公開空地面積表・公開空地求

積図 

□立面投影面積算定図 

  斜線緩和を受ける場合、スクリーン位置 

  Ｏｉ点、Ｓｉ、Ｓｉ’を算定記入 

□公開空地平面図 

□公開空地の維持管理に関する誓約書 

□標示板詳細図（完了前の協議も可） 

□敷地求積図 

□床面積求積図（用途別とし、マンション建替型

総合設計の場合は住宅等の部分、長期優良住

宅型総合設計の場合は長期優良住宅部分がわ

かるようにすること） 

□平面図 

□立面図 

□断面図 

□日影図 

□マンション建替法第１０２条第１項の認定通知

書の写し（マンション建替型総合設計の場合） 

□長期優良住宅法第７条の認定通知書の写し

（長期優良住宅型総合設計の場合） 

□その他必要書類 

別途、建築審査会用資料（Ａ３ 左綴じ） 15部、保存用配置図（Ａ３ カラー）が必要です。 


